
年 

金

◆
◆
◆

離
婚
時
の
年
金
分
割
制
度

ご
存
じ
で
す
か

「
離
婚
時
年
金
分
割
制
度
」
と
は
、
離

婚
を
し
た
場
合
に
、
2
人
の
婚
姻
期
間
中

の
厚
生
年
金
を
分
割
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
自

分
の
年
金
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で

す
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
離
婚
後
２
年
以

内
に
手
続
き
を
行
っ
て
い
た
だ
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

①
合
意
分
割
制
度

・
2
人
か
ら
の
請
求
に
よ
り
、
年
金
を
分

割
で
き
ま
す
。

・
年
金
分
割
の
割
合
は
、
2
人
の
合
意
、

ま
た
は
裁
判
手
続
き
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
ま
す
。

②
3
号
分
割
制
度

・
国
民
年
金
第
3
号
被
保
険
者
（
厚
生
年
金

保
険
の
被
保
険
者
ま
た
は
共
済
組
合
の

組
合
員
の
被
扶
養
配
偶
者
で
20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
方
）
で
あ
っ
た
方
か
ら
の
請

求
に
よ
り
、
年
金
を
分
割
で
き
ま
す
。

・
年
金
分
割
の
割
合
は
、
2
分
の
1
ず
つ

と
な
り
ま
す
。

・
平
成
20
年
（
2
0
0
8
年
）
4
月
以

降
の
第
3
号
被
保
険
者
期
間
中
の
報
酬

額
が
分
割
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

問

和
歌
山
西
年
金
事
務
所

　

☎
０
７
３
‐
４
４
７
‐
１
６
６
０

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
は
、
法
律
に

基
づ
く
守
秘
義
務
が
あ
り
、
相
談
内
容
の

秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。
安
心
し
て
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

問

や
す
ら
ぎ
福
祉
課
（
金
屋
庁
舎
）

民
生
委
員
・
児
童
委
員
が

代
わ
り
ま
し
た

●
天
満
地
区
担
当
の
民
生
委
員
・
児
童
委

員
が
、
大
谷 

文
弘
さ
ん
に
代
わ
り
ま

し
た
。
ま
た
、
庄
一
地
区
担
当
の
民
生

委
員
・
児
童
委
員
に
、
田
中 

伸
幸
さ

ん
が
新
た
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
必
要
な
支

援
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
行
政
を
は
じ
め

と
し
た
地
域
の
専
門
機
関
へ
と
つ
な
ぐ
、

パ
イ
プ
役
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
地
域
の
見
守
り
役
と
し
て
、
定
期
的

な
訪
問
や
児
童
の
登
下
校
時
の
見
守
り
活

動
な
ど
を
行
い
、高
齢
者
や
障
害
者
世
帯
、

子
ど
も
た
ち
の
安
心
安
全
の
確
保
に
尽
力

し
て
い
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
は
、
法
律
に

基
づ
く
守
秘
義
務
が
あ
り
、
相
談
内
容
の

秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。
安
心
し
て
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

問

や
す
ら
ぎ
福
祉
課
（
金
屋
庁
舎
）

福 

祉

◆
◆
◆

５
月
12
日
は

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

有
田
川
町
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
97

人
は
、
全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合
会

が
発
表
し
た
「
支
え
あ
う　

住
み
よ
い
社

会　

地
域
か
ら
」の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、

地
域
の
皆
さ
ま
の
立
場
に
立
っ
て
、
安
全

で
安
心
な
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し

て
、
多
く
の
機
関
と
連
携
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
取
り
組
み
を
し
て
い
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
厚
生
労
働

大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
非
常
勤
の
公
務
員

で
す
。
地
域
の
一
員
と
し
て
住
民
の
相
談

に
応
じ
、
必
要
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る
よ

う
行
政
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
の
専
門
機

関
へ
と
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役
と
し
て
活
動
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
域
の
見
守
り
役
と

し
て
、
定
期
的
な
訪
問
や
、
児
童
の
登
下

校
時
の
見
守
り
活
動
な
ど
を
行
い
、
高
齢

者
や
障
害
者
世
帯
、
子
ど
も
た
ち
の
安
心

安
全
の
確
保
に
尽
力
し
て
い
ま
す
。

主
任
児
童
委
員
と
は
、
民
生
委
員
・
児

童
委
員
の
う
ち
、
担
当
区
域
を
持
た
ず
、

児
童
福
祉
に
関
す
る
こ
と
を
専
門
的
に
担

当
す
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
こ
と
を

い
い
ま
す
。
児
童
福
祉
関
係
機
関
と
の
連

絡
調
整
や
地
域
の
児
童
委
員
と
連
携
し
な

が
ら
、
課
題
を
抱
え
る
子
育
て
家
庭
へ
の

支
援
を
は
じ
め
と
し
た
児
童
健
全
育
成
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

健 

康

◆
◆
◆

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
春
夏
接
種

令
和
5
年
度
（
2
0
2
3
年
度
）
新

型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
春
夏
接
種
を
５
月
８

日
（
月
）
か
ら
８
月
末
ま
で
次
の
方
を
対

象
に
実
施
し
ま
す
。

●
対
象
者

・
65
歳
以
上
の
方

・
65
歳
未
満
で
基
礎
疾
患
の
あ
る
方

・
医
療
従
事
者
お
よ
び
介
護
職
員
な
ど

※
令
和
4
年
（
2
0
2
2
年
）
10
月
以

降
に
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
対
応
２
価
ワ
ク
チ

ン
を
接
種
さ
れ
た
方
で
65
歳
以
上
の
方

に
は
、
4
月
末
よ
り
順
次
接
種
券
を
郵

送
し
て
い
き
ま
す
。

※
65
歳
未
満
で
基
礎
疾
患
の
あ
る
方
で
接

種
を
希
望
す
る
方
は
、
健
康
推
進
課
で

接
種
券
の
発
行
を
受
け
て
下
さ
い
。

※
65
歳
以
上
の
方
で
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
対
応

2
価
ワ
ク
チ
ン
を
令
和
5
年（
2
0
2
3

年
）
４
月
末
ま
で
に
未
接
種
の
方
は
、

お
手
元
に
あ
る
接
種
券
で
春
夏
接
種
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
引
き
続
き
初
回
接
種
を
未
接
種
者
の
方

は
、
お
手
元
の
接
種
券
で
接
種
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
そ
の
他
ご
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問

健
康
推
進
課
（
金
屋
庁
舎
）

お知らせお知らせ

423 広報ありだがわ　2023.5


